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共同生活援助（グループホーム）

 主として夜間に、共同生活を営むべき住居で相談、入浴、排せつ、食事
の介護など、日常生活上の援助を行う。

 グループホームには介護等の提供により３つの類型がある。

①介護サービス包括型・・・グループホーム事業者が自ら行う。

②外部サービス利用型・・・外部の居宅介護事業者に委託。

③日中サービス支援型・・・グループホーム事業者が自ら行うが、

障碍（がい）者の重度化・高齢化に対応

するため、日中の支援を含め他の類型

よりも手厚い人員配置を行う。

短期入所併設が要件。
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日中サービス支援型共同生活援助

 （日中もグループホームに滞在するため）日中サービス支援型共同生

活援助事業所は、地域に開かれたサービスとする必要、質の確保を図

る必要がある。

 『運営基準』第213条の10・・・

「日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たっては、法89条

の3第1項に規定する協議会（自立支援協議会）に対して定期的に実施状

況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を

設けなければならない。」（一部抜粋）
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※厚生労働省より抜粋

自立支援
協議会
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宝塚市における日中サービス支援型共同生活援助事業所の状況

 令和４年度・・・１か所（全体会にて評価済み）

 令和５年度９月末現在・・・2か所

⇒ 今後さらに事業所が増加した場合、昨年度全体会で実施した

評価ができない可能性がある。

・・・定例会で評価し、全体会では報告とするのはどうか。
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自立支援協議会定例会で評価した場合・・・

 ・定例会の委員である各専門部会の部会長・副部会長が、定期的に部

会を開催しており、現状を踏まえた評価が可能である。

 ・全体会で報告する項目を絞ることができる一方、必要に応じて地域

課題として各専門部会に持ち帰り議論することができる。

 ・今後事業所が増加した場合を想定し、委員を限定したプロジェクト

チームによる事前評価も可能となる。
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日中サービス支援型共同生活援助事業所の評価スケジュール

 令和５年１１月・・・日中サービス支援型GHへ評価シート作成依頼

 令和５年12月・・・日中サービス支援型GHから市へ評価シート提出

 令和６年 １月・・・臨時定例会【日中サービス支援型GHの評価】

 令和６年 2月・・・定例会【最終確認】

 令和６年 ３月・・・全体会【報告】
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